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中小企業のための資金繰りの謎解きセミナー中小企業のための資金繰りの謎解きセミナー中小企業のための資金繰りの謎解きセミナー中小企業のための資金繰りの謎解きセミナー    
 

日 時：2016 年 6 月 2 日（木）    

8:00～9：00（開場７:45～） 
 
講 師：税理士法人 SBC ﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ  

税理士 衣 川  匡 之  
 
対 象：経営者・経理担当者 

 
定 員：5 名（先着順） 
 
参加費：1 名様 3,000 円（税込）  

弊社顧問契約先 1,000 円(税込) 

※当日会場にてお渡し下さい。 

 
会 場：税理士法人ＳＢＣﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ 

名古屋支店 会議室 
 

お問合せ：税理士法人 SBC ﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ 
     Tel: 052-203-1112   

    （担当：稲垣・野々部） 

 

SBC Seminar SBC Seminar SBC Seminar SBC Seminar 

 
セミナー案内セミナー案内セミナー案内セミナー案内    

    

 

 

 

株主が会社に代わって､役

員を相手に法的責任を追及

する訴訟のことです｡役員

が違法行為を行ったり､著

しい判断ミスで会社に損害

を与えたにも関わらず､会

社がその責任を追及しなか

った場合､6か月以上株式を

所有している株主であれば

誰でも､その役員に対して

提訴ができます｡通常は､会

社に対して書面をもって訴

訟を提起するよう請求し､

60日以内に訴訟が提起され

ない場合､株主代表訴訟を

提起することになります｡ 

Ｓｃｏｐｅ 

株主代表訴訟株主代表訴訟株主代表訴訟株主代表訴訟 
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エスビーシー・ファーストタックスエスビーシー・ファーストタックスエスビーシー・ファーストタックスエスビーシー・ファーストタックス 

国税庁が役員賠償責任保険の取扱い示す 国税庁が役員賠償責任保険の取扱い示す 国税庁が役員賠償責任保険の取扱い示す 国税庁が役員賠償責任保険の取扱い示す 

一定の手続きで給与課税から除外一定の手続きで給与課税から除外一定の手続きで給与課税から除外一定の手続きで給与課税から除外    
 

国税庁はこのほど、「新たな会社役員賠償責任保険の保険料の取

扱いについて（情報）」を公表した。 

会社役員賠償責任保険は、会社役員が第三者や株主から損害賠

償請求訴訟などを提起された場合の訴訟費用等を保障する保険

で、第三者訴訟及び株主代表訴訟で勝訴した際の訴訟費用等に対

する「基本契約」と、株主代表訴訟で敗訴した際の訴訟費用や損

害賠償金等に対する「特約」からなっている。 

従来、この「特約」保険料部分については、会社法上の解釈が

不明確であったため、役員個人が負担することとされており、そ

の費用を会社が負担した場合には、役員に対する経済的利益の給

与に当たるとして、税法上は給与課税の対象に取り込まれていた

（源泉所得税個別通達「会社役員賠償責任保険の保険料の取扱い

について」）。 

しかし、平成 27 年 7月に経済産業省から会社法の解釈指針が示

され、一定の手続を踏めば、特約保険料についても、会社負担が

可能であることが明らかにされた。 

今回示された解釈指針では、会社法上は「取締役会の承認」に

加え、次のいずれかの手続を行えば、会社が「特約保険料」を負

担することが可能となっている。 

①社外取締役が過半数の構成員である任意の委員会の同意を 

得ること 

②社外取締役全員の同意を得ること 

この解釈指針の公表を受けて、税務上も、今回の「新たな会社

賠償責任保険の保険料の税務上の取扱いについて（情報）」を公表

することで、同様の手続きを踏んだものであれば、給与課税の対

象から除外する旨を明らかにしたもの。 

適用開始日は定められていないが、企業が今回の取扱いを踏ま

えた保険契約を新たに締結し、一定の手続きを行った場合、ある

いは既存契約を変更し、会社法の解釈指針に準拠した一定の手続

きを行った場合には、その後に支払われる保険料については、給

与課税から除外される。 

専門家・実務家のための税務戦略ニュース 毎月 3回（5 日.15 日.25 日）発行 

■ 休刊のお知らせ…大型連休に係り、本紙次号は 5 月 16 日（月）発刊となりますのでご了承ください。 

 【注意】当記事に記載されている情報に万が一誤りがあった場合、または当記事を利用することにより生じた損失や損害などについては、いかなる 

場合も一切の責任を負いません。あらかじめご了承ください。 


